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●はじめに	
 

本舗事業で Amazon へ酒類を出品する場合、「通信販売酒類小売業免許」が必要です。	
 

	
 

＜国税庁 HP より＞	
 

◆通信販売酒類小売業免許とは？	
 

http://www.nta.go.jp/shiraberu/senmonjoho/sake/qa/03/67.htm	
 

	
 

◆通信販売酒類小売業免許の取得に必要な要件	
 

◆「通信販売酒類小売業免許申請の手引」ダウンロード	
 

http://www.nta.go.jp/shiraberu/senmonjoho/sake/qa/03/68.htm	
 

◆申請書式（ワードファイル）のダウロード	
 

http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/sake/annai/23600071.htm	
 

	
 

上記の国税庁ホームページより「申請の手引」のダウンロードを行い、申請書と添付書類を

揃えて所在地の所轄税務署に提出します。申請はいつでも行うことができます。必要な費用

についても手引きを参照してください。	
 

	
 

（国税庁発行の「通信販売酒類小売業免許申請の手引」より）	
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●申請のポイントと注意点	
 

事前説明を聞く際や書類提出を行う際の最大のポイントは、税務署申請窓口の担当者に「楽

天市場のようなインターネット販売の仲介をする形です。当社は仲介の販売手数料を頂戴し

ます」と伝える事です。	
 

	
 

申請窓口では、「通信販売酒類小売業免許申請書チェック表」に基づき、記載の項目の要件

を満たす書類があるかをチェックされますので、「申請の手引」18 ページ~の「申請書と添

付書類の記載例」の説明に沿って準備をしてください。元就本舗で作成した見本も参考にし

てください。	
 

	
 

申請書は手引きに従って記載を進めれば問題ありませんが、添付書類の中で最も重要な書類

は酒造メーカーからの製造元証明書（見本参照）です。免許申請はどの酒造メーカー商品を

販売するかが決まっている場合に限り申請ができるため、その他の必要書類の準備と並行し

て出品してくれるメーカーに証明書の発行を依頼してください。	
 

メーカーの証明書は日本酒・焼酎・リキュールなど種類ごとに必要なりますが、まずは出品

が決まっている１酒類の証明書があれば免許申請を行うことができます。	
 

	
 

	
 

＝＝＝	
 通販酒類小売申請書類一式	
 ＝＝＝	
 

1.酒類販売業免許申請書	
 

2.申請書の次葉１~６	
 	
 

	
 ※収支見込の提出・・酒類とその他元就本舗売上見込でよい（目標値）	
 

3.酒類販売免許の	
 

3.製造元証明書	
 

4.「通信販売種類小売業免許申請書チェック表」にある上記を含む書類一式	
 

	
 ※法人登記事項証明書、会社が賃貸の場合は賃貸契約書、また財務諸表などいろいろな	
 

	
 	
 書類が必要になります。	
 

	
 	
 本舗事業の場合の添付書類の対照表を以下に記載しますので参考にしてください。	
 

	
 

実際の申請では、所轄税務書の窓口担当により添付資料の解釈が異なるので都度柔軟な	
 

対応が必要になります。	
 

アマゾンに商品を掲載し、商品代金の決済はアマゾンと消費者間で行う。その売上の中から

出品代行の仲介手数料をクライアントから頂く販売フローであることを前提に説明するこ

とが重要です。	
 

説明のために、出品企業を募る際のチラシや企画書、申込用紙を追加で準備しておくことが

望ましいと言えるでしょう。	
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「通信販売酒類小売業免許申請書チェック表」対照表	
 1 ページ目	
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「通信販売酒類小売業免許申請書チェック表」対照表	
 2 ページ目	
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「通信販売酒類小売業免許申請書チェック表」対照表	
 補足	
 

＜未成年飲酒防止法について説明するために提出するもの＞	
 

	
 

以上	
 


